
　は問い合わせ先です

D o you know?

く
ら
し
の
ヒ
ン
ト
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問
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室
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（
相
談
日　

月
・
水
・
金
９
時
〜
16
時
）

お　

な　

や　

み

「
借
金
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？
」

　

平
成
19
年
度
の
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
書
（
納
付
通
知
書
）
を
８
月
上
旬

に
発
送
し
ま
す
。
65
歳
以
上
の
方
の
介

護
保
険
料
は
表
１
の
通
り
で
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
介
護
保
険
料
の
経
過
措
置
対

象
と
な
る
方
（
平
成
19
年
度
市
県
民
税

で
老
年
者
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
っ
た

方
）
の
保
険
料
額
に
つ
い
て
は
、
表
２

の
通
り
、
減
額
さ
れ
た
保
険
料
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
の
方
に
つ
い
て
は
通
知
書
に

「
税
制
改
正
に
よ
る
経
過
措
置
対
象
者

に
該
当
し
ま
す
（
減
額
さ
れ
た
保
険
料

が
適
用
さ
れ
ま
す
）。」
と
記
載
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
経
過
措
置
は
本
年
度
で
終
了
し

ま
す
。

　

学
生
の
皆
さ
ん
、
20
歳
に
な
る
と
国

民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
所
得
が
な
く
、

国
民
年
金
を
納
め
る
の
が
困
難
な
学
生

の
た
め
に
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。申
請
は
毎
年
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者　

大
学
や
大
学
院
、
短
大
、

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
、
各
種
学
校
（
学
校
教
育
法
で
規
定

さ
れ
て
い
る
修
業
年
限
が
１
年
以
上
の

課
程
）
に
在
籍
し
て
い
る
学
生

●
手
続
き
に
必
要
な
物　

学
生
証
、印
鑑

■
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困

難
な
一
般
の
方
へ　
　
　
　
　
　
　

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

免
除
制
度
や
若
年
者
猶
予
制
度
（
30
歳

未
満
の
人
が
対
象
）
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
も
せ
ず
、
未
納
の
ま
ま
放
っ
て

お
く
の
は
自
ら
年
金
を
受
け
る
権
利
を

放
棄
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
７
月
か

ら
一
般
の
方
を
対
象
に
し
た
免
除
申
請

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
さ

れ
る
方
は
お
早
め
に
申
請
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
昨
年
度
か
ら
免
除
を

継
続
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
申

請
不
要
で
す
。

●
申
請
手
続
き
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑
。
退
職
や
失
業
の

場
合
は
雇
用
保
険
の
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
ま
た
は
離
職
票
の
写
し
な
ど

　

自
動
車
事
故
で
重
度
の
後
遺
症
が
残

っ
た
方
や
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご
家

族
を
救
済
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

■
交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付
制
度

（
無
利
子
貸
し
付
け
）

●
対
象　

０
歳
〜
中
学
３
年
生
ま
で
の

お
子
さ
ん

●
貸
し
付
け
要
件　

保
護
者
が
市
町
村
民

税
非
課
税
ま
た
は
均
等
割
の
み
課
税
な
ど

●
貸
付
金
額　

一
時
金
15
万
５
千
円
、

月
々
２
万
円

●
返
還
方
法　

20
年
以
内
の
均
等
払
い

※
中
学
卒
業
後
、
高
校
・
大
学
へ
進
学

す
る
場
合
は
返
還
猶
予
が
あ
り
ま
す
。

■
介
護
料
支
給
制
度

●
受
給
資
格　

自
動
車
事
故
が
原
因
で

脳
・
せ
き
髄
ま
た
は
胸
腹
部
臓
器
を
損
傷

し
、重
度
の
後
遺
障
害
を
持
つ
た
め
、常

時
ま
た
は
随
時
介
護
を
必
要
と
す
る
方

●
介
護
支
給
額　

月
額
２
万
９
、２
９
０

円
〜
１
３
万
６
、８
８
０
円

問
自
動
車
事
故
対
策
機
構
仙
台
主
管
支
所
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農
業
所
得
の
計
算
は
、
ほ
か
の
事
業

所
得
と
同
様
に
、
実
際
の
収
入
金
額
か

ら
必
要
経
費
を
差
し
引
く「
収
支
計
算
」

が
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
比
較
的
小
規
模
（
作
付

面
積
が
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
）
の
水
稲

農
家
の
う
ち
、
収
支
計
算
が
困
難
な
方

に
つ
い
て
は
、申
告
の
目
安
と
し
て「
農

業
所
得
簡
易
計
算
」
を
適
用
し
て
所
得

金
額
な
ど
を
計
算
し
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
「
農
業
所
得
簡
易
計
算
」
は
平
成

18
年
分
を
も
っ
て
廃
止
と
な
り
ま
し

た
。
農
産
物
の
家
事
消
費
な
ど
の
目
安

金
額
に
つ
い
て
も
廃
止
と
な
り
、
平
成

19
年
分（
平
成
20
年
３
月
17
日
期
限
分
）

の
確
定
申
告
か
ら
は
、
原
則
通
り
「
収

支
計
算
」
に
よ
っ
て
農
業
所
得
を
計
算

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
今
後
は
す
べ
て
収
支
計
算
！

　

収
支
計
算
と
は
、
実
際
の
収
入
金
額

か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
所
得
金

額
を
算
定
す
る
も
の
で
す
。

　

収
支
計
算
を
行
う
に
は
、
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
と
必
要
経
費
の
分
か
る

書
類
か
ら
日
々
必
要
事
項
を
記
録
し
、

そ
れ
を
収
入
や
肥
料
費
、
農
薬
費
な
ど

の
科
目
ご
と
に
１
年
間
の
集
計
を
行
う

ほ
か
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
書
類
を
保
存

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
保
存
す
る
書
類
な
ど

①
出
荷
伝
票
や
納
品
書（
控
え
）、仕
切
り

書
な
ど
、収
入
金
額
の
分
か
る
書
類

※
自
宅
で
の
消
費
や
兄
弟
親
せ
き
な
ど

へ
の
贈
答
と
い
っ
た
家
事
消
費
の
記

録
の
ほ
か
、
農
産
物
や
肥
料
、
農
薬
、

諸
材
料
な
ど
の
年
末
在
庫
の
記
録
も

保
存
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

②
請
求
書
や
納
品
書
、
領
収
書
な
ど
、

必
要
経
費
の
分
か
る
書
類

　

①
②
以
外
に
も
、
販
売
代
金
の
入
金

や
肥
料
代
金
が
引
き
落
と
さ
れ
る
口
座

の
通
帳
、
農
産
物
の
出
荷
・
購
買
代
金

の
明
細
書
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
税
務
課　
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夏
盛
り
と
な
り
ま
し
た
。
今
月
は
、

収
入
が
あ
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
税
金
を

支
払
え
ず
、
悩
ん
で
い
る
皆
さ
ん
の
た

め
に
必
要
な
予
備
知
識
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
家
族
に
相
談
し
な
く
て
も
簡
単
に

借
金
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
借
金
を
返

せ
な
く
な
っ
て
も
相
談
で
き
ず
、
返
済

の
た
め
に
借
金
を
繰
り
返
し
て
多
重
債

務
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
増
え
て

い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、
く
れ
ぐ
れ
も
借
金
に
は
ご

注
意
く
だ
さ
い
！

■
借
金
の
解
決
方
法

①
任
意
整
理

　

弁
護
士
や
司
法
書
士
に
依
頼
し
て
利

息
の
再
計
算
に
よ
り
支
払
う
べ
き
金
額

を
決
め
、
返
済
す
る
支
払
い
計
画
を
作

り
直
す
も
の
で
す
。
取
引
期
間
が
長
け

れ
ば
、
利
息
制
限
法
に
よ
り
借
金
が
な

く
な
っ
た
り
、
過
払
い
に
な
っ
て
い
る

お
金
を
取
り
戻
し
た
り
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

②
特
定
調
停

　

簡
易
裁
判
所
で
自
ら
手
続
き
を
行
う

こ
と
で
、
費
用
を
あ
ま
り
か
け
ず
に
利

息
制
限
法
で
借
金
を
減
額
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

業
者
と
の
交
渉
は
簡
易
裁
判
所
の
調

停
員
が
行
い
、
話
し
合
い
で
解
決
し
ま

す
。

③
個
人
再
生
手
続
き

　

一
定
の
収
入
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
借
金
が
多
額
な
た
め
支
払
い
不
能

に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
借
金
の

一
部
を
３
年
程
度
支
払
う
こ
と
で
残
額

の
支
払
い
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

住
宅
を
手
放
さ
ず
に
借
金
を
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
自
己
破
産

　

支
払
い
が
不
能
に
な
っ
た
場
合
、
地

方
裁
判
所
に
自
己
破
産
の
申
し
立
て
を

行
い
ま
す
。
免
責
決
定
を
受
け
れ
ば
借

金
は
な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
浪
費

や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
な
ど
の
場
合
は
、
免
責

が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■
い
く
ら
お
金
を
借
り
て
い
る
の
か

分
か
ら
な
い
場
合
は
？

　

自
分
が
い
く
ら
お
金
を
借
り
て
い
る

の
か
が
分
か
ら
な
い
と
き
は
、
各
個
人

情
報
機
関
に
登
録
さ
れ
て
い
る
本
人
情

報
を
開
示
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
開

示
請
求
は
各
機
関
の
窓
口
に
直
接
出
向

く
ほ
か
、
郵
送
も
可
能
で
す
。

●
消
費
者
金
融

全
国
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
連
合
会
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）シ
ー
・
ア
イ
・
シ
ー
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株
）シ
ー
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ビ
ー
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全
国
銀
行
個
人
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
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■
弁
護
士
に
相
談
し
た
い
の
で
す

が
、
お
金
が
な
い
と
き
は
？

　

民
事
法
律
扶
助
制
度
と
い
う
制
度
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
相
談
す
る
こ
と
が

何
よ
り
大
切
で
す
。

※
平
成
19
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所
が

白
石
市
以
外
の
場
合
は
前
住
所
地
か

ら
の
所
得
証
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

●
免
除
の
種
類　

全
額
免
除
、
４
分
の

３
免
除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除

※
免
除
期
間
は
７
月
か
ら
平
成
20
年
６

月
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ　
　

　

年
金
を
受
け
取
る
手
続
き
は
、
自
動

的
に
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
ご
自
身
に
よ

る
手
続
き
が
必
要
で
す
。
皆
さ
ま
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

　

７
月
17
日
か
ら
、
Ｉ
Ｐ
電
話
や
Ｐ
Ｈ

Ｓ
か
ら
も
電
話
相
談
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
年
金
請
求
や
年
金
受
給

に
関
す
る
ご
相
談
は「
年
金
ダ
イ
ヤ
ル
」

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
一
般
回
線
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●
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
専
用
回
線

0
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６
５

●
受
付
時
間
（
月
〜
金
曜
日
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

※
月
曜
日
は
19
時
ま
で
受
け
付
け
て
い

る
ほ
か
、
第
２
土
曜
日
は
９
時
30
分

か
ら
16
時
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
大
河
原
社
会
保
険
事
務
所
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市
民
課
国
民
年
金
相
談
係
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今
年
も
食
中
毒
の
心
配
な
季
節
に
な

り
ま
し
た
。年
間
の
発
生
件
数
の
う
ち
、

３
分
の
２
が
６
〜
９
月
の
暑
い
時
期
に

集
中
し
て
い
ま
す
。
食
中
毒
菌
の
特
性

を
知
り
、
食
中
毒
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

■
主
な
食
中
毒
菌
の
特
徴
と
予
防
法

●
腸
炎
ビ
ブ
リ
オ　

魚
介
類
に
付
着
す

る
代
表
的
な
菌
で
す
。
真
水
や
熱
に
弱

い
の
で
、
魚
介
類
は
流
水
で
よ
く
洗
う

か
十
分
に
加
熱
し
て
食
べ
ま
し
ょ
う
。

●
サ
ル
モ
ネ
ラ　

鶏
卵
が
原
因
食
品
と

な
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
鶏
卵
は
冷
蔵

庫
に
入
れ
て
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

●
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー　

食
肉
に
付
着

し
て
い
る
細
菌
で
す
。
食
肉
は
十
分
に

加
熱
し
て
食
べ
ま
し
ょ
う
。

●
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌　

傷
口
な
ど
の
化
の

う
し
た
所
に
多
く
い
る
細
菌
で
す
。
手
指

の
消
毒
を
十
分
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

■
食
中
毒
予
防
の
３
原
則

●
菌
を
つ
け
な
い　

調
理
や
食
事
前
に

手
を
よ
く
洗
う
と
と
も
に
、
包
丁
や
ま

な
板
も
よ
く
洗
い
ま
し
ょ
う
。

●
菌
を
増
や
さ
な
い　

食
品
を
室
温
で

放
置
せ
ず
、
冷
蔵
庫
な
ど
で
冷
や
し
て

保
存
し
、
で
き
る
だ
け
早
く
食
べ
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
冷
蔵
庫
を
過
信
し
な

い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
加
熱
に
よ
る
殺
菌　

加
熱
は
食
品
の
中

心
部
ま
で
。
目
安
は
75
℃
１
分
以
上
で
す
。

問
宮
城
県
仙
南
保
健
所
環
境
衛
生
部

　

0
０
２
２
４
―
５
３
―
３
１
１
７

　

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
３
年
間
、

白
石
駅
東
口
駐
車
場
、
白
石
駅
東
口
自

転
車
駐
車
場
、
銚
子
ヶ
森
駐
車
場
の
管

理
運
営
を
行
う
指
定
管
理
者
を
募
集
し

ま
す
。
募
集
要
項
や
仕
様
書
、
申
請
様

式
な
ど
は
市
（
都
市
整
備
課
）
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
、
都
市
整
備
課
ま

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
募
集
要
項
配
布
期
間

８
月
１
日（
水
）〜
８
月
31
日（
金
）

●
申
込
受
付
期
間

８
月
27
日（
月
）〜
９
月
７
日（
金
）

問
都
市
整
備
課　
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●表１　65歳以上の方の介護保険料
段階 対象者 年額 月額

第1段階 基準額×0.5
・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世
帯全員が市民税非課税の方

21,300円 1,775円

第2段階 基準額×0.5
世帯全員が市民税非課税で、かつ
本人の課税年金収入額と合計所
得金額の合計が80万円以下の方

21,300円 1,775円

第3段階 基準額×0.75
世帯全員が市民税非課税の方
（第1・第2段階該当者を除く） 31,900円 2,662円

第4段階 基準額世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方 42,600円 3,550円

第5段階 基準額×1.25
本人市民税課税で、前年の合
計所得金額が200万円未満の方 53,200円 4,437円

第6段階 基準額×1.5
本人市民税課税で、前年の合
計所得金額が200万円以上の方 63,900円 5,325円

●表２　税制改正による経過措置

保険料段階
平成19年度

年額 月額
第4段階 42,600円 3,550円

経
過
措
置

税制改正がない場合、第1段階 35,300円 2,946円
税制改正がない場合、第2段階 35,300円 2,946円
税制改正がない場合、第3段階 38,700円 3,230円

第5段階 53,200円 4,437円

経
過
措
置

税制改正がない場合、第1段階 42,600円 3,550円
税制改正がない場合、第2段階 42,600円 3,550円
税制改正がない場合、第3段階 46,000円 3,834円
税制改正がない場合、第4段階 49,400円 4,118円

平
成
19
年
度
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

問
税
務
課
介
護
保
険
料
係　
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食
中
毒
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

交
通
事
故
被
害
者
救
済

制
度
が
あ
り
ま
す

学
生
の
皆
さ
ん
へ

学
生
納
付
特
例
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？　

水
稲
農
家（
作
付
面
積
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
）の
皆
さ
ま
へ

農
業
所
得
簡
易
計
算
が
廃
止
さ
れ
ま
す

白
石
市
駐
車
場「
白
石
駅
東
口
・
銚
子
ヶ
森
」の

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す


